
後期高齢者医療制度保険料軽減措置の延長について

令和７年度第24回庁議（令和８年１月３０日） ①／ 決定事案 【福祉保健部】

保険料の軽減措置として、令和６年度及び令和７年度の２年間は、審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相
当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額減額分相当額、葬祭費相当額を関係区市町村の一般財源で負担し
ているところである。令和８年度及び令和９年度についても、この措置を継続することに伴い、東京都後期高齢者医療広域連
合規約（平成１９年３月１日東京都知事許可）の一部を変更する。

３ 施行予定日

広域連合の経費の支弁の方法のみに係る変更であるため、地方自治法第２９１条の３第３項の規定により、関係区市町村の
協議によりこれを定め、東京都知事に届出を行う。この協議については、同法第２９１条の１１の規定により、関係区市町村の議
会の議決を経る必要があるため、令和８年第一回区議会定例会に当該議案を提出する。

令和８年４月１日

【プレス発表】 【議会対応】なし 福祉保健委員会（令和８年2月1０日）及び子ども子育て・高齢者対策特別委員会（同月1６日）報告
令和８年第一回区議会定例会上程

１ 目 的

３ 施行予定日

４ 変更手続

☞ 令和８年度及び９年度の後期高齢者医療制度保険料の決定に当たり保険料軽減措置を２年間延長することに伴い、
広域連合規約の一部を変更する。

２ 変更内容

附則第５項中「令和６年度分及び令和７年度分」を「令和８年度分及び令和９年度分」に、「令和６年４月１日現在」を
「令和８年４月１日現在」に変更する。


